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ＰＴＡの組織（2025年度版） 
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箕面市立南小学校ＰＴＡ規約 

昭和２８年 ４月１日規約制定 

昭和３６年 ４月    改定 

昭和５１年 ７月    改定 

昭和５７年１２月    改定 

昭和６０年 ４月    改定 

昭和６１年 ５月    改定 

平成 ５年 ４月    改定 

平成１４年 ５月    改定 

平成２２年 ３月    改定 

平成２３年 ４月    改定 

平成２４年 ３月    改定 

平成２５年 ２月    改定 

                          平成２８年 ４月    改定 

平成２８年１０月    改定 

平成３０年１１月    改定 

令和２年  ４月    改定 

令和５年  ５月    改定 

令和６年  ８月    改定 

令和 7年  12月    改定 

 

 

 

 

第一章   名   称 

 

第 １ 条 本会は箕面市立南小学校ＰＴＡと称する。 

 

     第二章   目   的 

 

第 ２ 条 本会は、会員相互協力し、学校と家庭と社会との関係を一層緊密にして、児童の幸福な成長を

はかることを目的とする。 

 

第三章 活 動 方 針 

 

第 ３ 条 本会は、前条の目的を達成するために、つぎの活動を行う。 

１．会員の相互理解と教養の向上および会員親睦に関すること。 

２．学校と家庭との緊密な連絡によって、児童の生活をより豊かにすること。 

３．児童の生活環境をよくすること。 

４．学校行事等への協力に関すること。 

５．その他、本会の目的達成のため、必要と認められること。 

第 ４ 条 本会は、非営利的、非宗教的、非政治的な民主的団体として活動をする。 

第 ５ 条 本会は、学校の人事および管理運営に干渉しない。 

 

     第四章   会   員 

 

第 ６ 条 本会の会員は、箕面市立南小学校の児童の父母、またはそれにかわるもの（以下「保護者」と

いう。）および本校の教職員とする。 

第 ７ 条 本会の会員は、会費を納める義務を有する。 
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     第五章   会   計 

 

第 ８ 条 本会の経費は、会費、事業収入および自発的な寄付金をもってあてる。 

第 ９ 条 会費は、月額４００円として月ごとに納める。 

第１０条 本会の資産は、第二章の目的達成のため以外に支出または使用してはならない。 

第１１条 本会の会計年度は四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 

  

    第六章   役員および会計監査 

 

第１２条 本会に、つぎの役員をおく。 

     １．会 長   一名  

     ２．副会長   数名 

     ３．書 記   二名 

     ４．会 計   二名 

第１３条 役員の兼任は、認めない。 

第１４条 役員の任期は、一ヵ年とする。 

第１５条 本会に会計監査三名をおく。 

第１６条 会計監査の任期は、一ヵ年とする。 

 

     第七章   選   出 

 

第１７条 次年度の役員および会計監査の選出にあたっては、現役員内にて候補者を選び、総会の承認を

得て決定する。 

第１８条 役員および会計監査の候補者の推薦に際しては、その名前を発表する前に、候補者の同意を得

なければならない。 

第１９条 現役員は、各々の役員および会計監査の候補者をあげ、総会の少なくとも五日前に全会員に通

告する。 

第２０条 役員および会計監査の候補者の追加指名は、選出を行う総会の際、一般の会員からなすことが

できる。 

第２１条 役員および会計監査は、決算総会において承認され就任する。 

 

     第八章   職   務 

 

第２２条 会長は、次の職務を行う。 

     １．会長は、本会を代表し、総会および実行委員会を招集する。 

     ２．役員および校長の承認を得て、常任委員会の委員長ならびに委員を委嘱する。 

     ３．実行委員会の承認を得て、特別委員会の委員長ならびに委員を委嘱する。 

     ４．これらの委員会に一委員として出席し、意見をのべることができる。 

第２３条 他の役員、会計監査は、次の職務を行う。 

     １．副会長は会長を補佐し、会長不在の場合には、その代理を務める。 

     ２．書記は、総会、実行委員会、特別委員会の議事ならびに、本会の活動に関する事項を記録

し、その会合について通知する。 

また、記録その他の書類を保管する。 

     ３．会計は、総会が決定した予算にもとづいて、本会のすべての金銭の収入支出を正確に記録

し、会計監査を経た中間決算報告を１０月に、そして決算報告を４月に行う。 

     ４．会計監査は、その年度の会計を監査し、その結果を報告する。 

      

     第九章   総   会 
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第２４条 総会は、全会員をもって構成され、本会の最高決議機関である。 

第２５条 総会は、定期総会および臨時総会とする。 

     定期総会は決算総会と予算総会とし、臨時総会は、必要に応じて開かれる。 

第２６条 決算総会は、会計監査を経た前年度会計決算および 事業報告の承認、翌年度役員ならびに会

計監査の就任を決定する。 

     予算総会は、年度計画、年度予算、その他の緊急事態に関する審議ならびに承認をする。 

第２７条 総会の日時および議題は、総会の少なくとも五日前に全会員に通知する。 

第２８条 総会の定足数は、会員の五分の一（委任状を含む）とし、決議は、出席者の過半数の同意を必要

とする。ただし賛否同数のときは、議長がこれを決定する。 

第２９条 実行委員会が必要と認めた場合、または会員の五分の一以上の要求のあった場合には、会長は

臨時総会を招集する。 

      

第十章   実行委員会 

    

第３０条 実行委員会は本会の役員および各常任委員会の委員長ならびに、校長・教頭によって構成され

る。 

第３１条 実行委員会の任務は、つぎの通りである。 

     １．各委員会によって立案された事業計画の審議検討をする。 

     ２．総会に提出する報告書を作成する。 

     ３．必要ある場合は、特別委員会を設ける。 

     ４．役員に欠員を生じ、実行委員会が必要と認めた場合は、候補者を選び、総会にはかり、こ

れを補充する。ただし、会長に欠員を生じた場合に限り、副会長が就任する。  

     ５．細則の改廃を行う。 

     ６．その他、委員より委任された事項の処理をする。 

     ７．実行委員会は、原則として毎月一回開かれる。ただし、会長が必要と認めたとき、または

委員の四分の一以上の要求があったとき開催する。 

第３２条 実行委員会は委員の半数以上の出席がなければ成立しない。 

第３３条 実行委員会の議事は、出席者の過半数で決する。 

     ただし、賛否同数の場合は、会長がこれを決定する。 

 

     第十一章  委 員 会 

 

第３４条 本会に、常任委員会と特別委員会を設ける。 

第３５条 常任委員会はつぎの通りとする。    

【学年委員会】  各学年のＰＴＡ活動の推進と会員相互の親睦をはかり、合わせて他の委員会と

の連絡調整を行うとともに、会務一般の処理と、その他ほかの委員会に属さ

ぬ事項の処理にあたる。 

   【広報委員会】  会報の発行等、広報活動にあたる。 

   【地区委員会】  校外における児童の教育環境の整備に努め、児童の健全育成にあたる。 

第３６条 特別委員会は、実行委員会の承認を得て、特定の目的を遂行する。 

第３７条 各委員会の委員の選出は、別に定める細則による。 

 

     第十二章  細   則 

 

第３８条 本会の運営に関し、必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて実行委員会の議決を経て

定める。 

第３９条 実行委員会は、細則を改廃した場合には、その結果を次期総会に報告しなければならない。 

 

     第十三章  改   正 
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第４０条 本規約は、総会において出席者の三分の二以上の賛成により改正することができる。 

     ただし、改正案の提出については、あらかじめ、その内容を総会の少なくとも五日前に、全会

員に通知しておかなければならない。 

付則 

第 １ 条 校長はその職責上あらゆる会合において発言権をもつ。 

第 ２ 条 この規約は昭和２８年４月１日より実施する。 

     昭和３６年 ４月   一部を改正し実施する。 

     昭和５１年 ７月   一部を改正し実施する。 

     昭和５７年１２月   一部を改正し、昭和５８年４月１日より実施する。 

     昭和６０年４月２７日 第２５条の３項の一部を改正する。 

     昭和６１年５月１７日 第３７条の一部を改正する。 

     平成 ５年４月２４日 第１８条を改正、第３３条の８項を付加する。 

     平成１４年５月２１日 第１８条を改正し実施する。 

                 第３３条の８項を削除する。 

     平成２３年 ４月     一部を改正し実施する。 

     令和 ２年 ４月     第９条の一部を改正し実施する。 

     令和 ５年 ５月   第１７条の一部を改正し実施する。 

                第１８条および第１９条を削除する。 

                第２０条を第１８条に繰り上げ実施する。 

                第２１条を第１９条に繰り上げ、一部を改正し実施する。 

第２２条～第４２条をそれぞれ第２０条～第４０条に繰り上げ実施

する。 

令和 ７年 １２月  第 35 条の一部を改正し実施する。 

 

 

 



- 8 - 

 

箕面市立南小学校ＰＴＡ規約細則 

（常任委員会の選出に関わる細則） 

第 １ 条 本細則は箕面市立南小学校ＰＴＡ規約第３９条による。 

第 ２ 条 各常任委員長は、学年委員より１名、広報委員より１名、地区委員より１名を互選する。 

第 ３ 条 地区割の児童人数により、各地区ごとに数名ずつ委員を選出する。児童減少により地区の統合

が行われた際には、地区委員数を変更することができる。      

第 ４ 条 常任委員は、各学年毎に学年委員を学級数名＊、広報委員２名を選出する。ただし広報委員に

関しては 6 年生のみ学年で 1 名の選出とする。（＊各学年のクラス数ずつ選出） 

第 ５ 条 各学年から常任委員の補欠２名を選出する。 

第 ６ 条 常任委員は、原則として少なくとも子どもの数だけ就任するものとする。 

第 ７ 条 常任委員の選出は立候補を優先し、定員に満たない場合は抽選を行う。 

第 ８ 条 第１子が新１年生として入学、または転入１年以内の家庭は各常任委員長選出の際に免除を申

し出ることができる。 

第 ９ 条 役員は次年度以降の常任委員の選出を免除される。 

     実行委員経験者が常任委員になった場合、委員長の互選を免除される。 

第１０条 本細則は、実行委員会の議決により改廃することができる。 

第１１条 本細則は、平成１２年１月１５日より実施する。 

     平成１３年 ３月 ３日 第２条の一部を改正し実施する。 

     平成１５年 ２月 ６日 第３条・第８条に追記、平成１５年度より実施する。 

     平成１６年 ４月１５日 第３条・第４条・第５条・第８条の一部を改正し実施する。 

     平成２８年１０月 ６日 第２条に追記、第３条・第８条の一部を改正し、平成２９年４月１

日より実施する。 

     平成３０年１１月 ７日 第３条に追記、平成３１年４月１日より実施する。 

     令和 ２年 ３月 ５日 第２条・第３条・第４条の一部を改正し令和２年４月１日より実施

する。 

     令和 ５年 ４月２４日 第８条を追加、第８条・第９条・第１０条をそれぞれ第９条・第１

０条・第１１条に繰り下げ実施する。 

     令和 ６年 ８月 １日 第２条・第４条・第５条の一部を改正し、令和７年４月１日より実

施する。 

令和 7 年 12 月 3 日 第２条・第 3 条・第 4 条の一部を改正し、令和 7 年 12 月 3 日より

実施する。 

 

 

 

                                            

 



- 9 - 

 

箕面市立南小学校ＰＴＡクラブ規定 

（総則） 

第 １ 条 ＰＴＡ会員はＰＴＡ規約第３条に定められた会員の相互理解と教養の向上および会員親睦活

動を活発に行い、もってＰＴＡ規約第２条の目的を達成するため、クラブを作りこれに参加

することができる。クラブはクラブ員により構成され、クラブ員の資格はＰＴＡ会員として

の資格を失うとき、その資格を失う。 

      

（活動総括） 

第 ２ 条 クラブ活動の総括は、ＰＴＡ会長がこれにあたる。 

（発足および継続） 

第 ３ 条 １．クラブを新規発足させようとするとき、発起人は原則として１０名以上（内、南小在籍

児童の保護者が半数以上要す）の参加者を募り、その名前を付してすみやかにＰＴＡ会

長に届け出るものとする。 

２．クラブは代表者を部長と称し、部長は南小在籍児童の保護者が担う。 

３．クラブ活動は年間の活動計画を書面でＰＴＡ会長に提出し、実行委員会の承認を得て発

足する。 

４．発足以降既存のクラブに関しては本年度のクラブ員数を年初５月末日で応募を締切り、

１週間以内に本年度の状況を書面でＰＴＡ会長に届け出るものとする。また、年間の活

動計画を書面でＰＴＡ会長に提出し、実行委員会の承認を得て継続できるものとする。 

（運営および解散） 

第 ４ 条 １．クラブは当該年度の終了までその活動を続けることにつとめ、原則として毎月１回以上

その活動を行うものとする。 

２．クラブはいずれも毎年３月末に年度を締めるものとし、その時点で部長は年間活動報告

を書面でＰＴＡ会長に提出するものとする。 

ただし、本年度の状況をＰＴＡ会長に届けなかった場合、当該クラブは解散したものと

見なし今後のクラブ活動を行うことは出来ない。 

     ３．クラブ員が集まらず第３条１項の要件を満たさないとき、クラブは解散もしくは地域施

設利用団体へ移行するものとする。 

４．ＰＴＡクラブにおいてＰＴＡ室を利用しようとする場合は別紙、箕面市立南小学校ＰＴ

Ａ室利用規定に基づき使用するものとする。 

５．クラブ部長は退会者がある場合には適宜補充を行い、会員数の維持に努めるものとする｡ 

（用具） 

第 ５ 条 １．学校備品を使用する場合は学校備品使用状況報告書を書面で学校管理者及びＰＴＡ会長

に提出するものとする。学校備品使用状況報告書は年度毎に提出する。 

２．クラブ活動における持ち込み用具についてはクラブが管理し、原則学校施設に保管しな

い。クラブの持ち込み用具については学校管理者及び実行委員で審議し、認められた最

小限の物品のみ学校施設に保管できるものとする。 

３．学校備品が破損した場合は速やかに申し出る。また、クラブの持ち込み用具が破損した

場合の責任は学校管理者及び実行委員に問わないものとする。 

（改正） 

第 ６ 条  本規定の改正は実行委員会で行う。 

（付則） 

  本規定は、平成１３年４月７日より実施する。 

     平成１９年１２月 ７日 第５条の一部を改正し実施する。 

     平成２２年 ３月 ５日 第５条の一部を改正し実施する。 

     平成２４年 ４月１２日 第４条の一部を改正し実施する。 

平成２５年 ２月 １日 第３条・第４条・第５条の一部を改正し実施する。 

平成２８年 ４月１１日 第５条の一部を改正し実施する。 

令和 ２年１０月 ８日 第２条の一部を改正し実施する。 
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令和 ４年１１月 ７日 第３条・第４条の一部を改正し実施する。 

     令和 ７年 ３月  日 第１条・第３条・第４条・第５条の一部を改正し実施する。 
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箕面市立南小学校ＰＴＡ慶弔規定 

 

 

第 １ 条 本会会員、児童に慶弔のあった場合には、この規定によってその意を表する。 

第 ２ 条 前条に規定するものは、つぎに該当する場合をいう。 

 

 

 参 列 金 額 

本会関係事業により表彰 

感謝状を授与されたとき 
 

実行委員会で 

そのつど決める 

会 員 の 死 亡 

 ＰＴＡ役員   全 員 

実 行 委 員   若干名 

学 年 委 員   若干名 

供花一基（時価） 

本校児童の死亡 

 ＰＴＡ役員      全 員  

実 行 委 員   全 員 

学 年 委 員   若干名 

供花一基（時価） 

職員の両親・配偶者の死亡 
 ＰＴＡ役員      若干名 

実 行 委 員      若干名 
供花一基（時価） 

火災等の災害 

（火災の場合は半焼以上） 

 

 

 

５，０００円 

 

 

第 ３ 条 この規定に定めるもの以外の事項については、実行委員会で決定する。 

 

 

付 則 この規定は、実行委員会の三分の二以上の賛成により改正することができる。 

     この規定は、昭和４７年５月１日より実施する。 

     昭和５０年 ５月１７日 一部を改正する。 

     昭和５１年 ６月１７日 一部を改正する。 

     平成 ３年 ４月２０日 一部を改正する。 

     平成１５年 １月１６日 一部を改正する。 

     平成２１年 ２月 ６日 一部を改正する。 

     令和 ７年 １２月 学年委員へ名称を変更する。 
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箕面市立南小学校ＰＴＡ室利用規定 

（趣旨） 

第 １ 条 本利用規定は、箕面市立南小学校ＰＴＡが主たる活動を行う同小学校ＰＴＡ室について、箕面

市立南小学校ＰＴＡ規約（以下、単に「規約」という）に基づき、その管理及び使用に関する

必要な事項を定める。 

（ＰＴＡ室の用途） 

第 ２ 条 １．ＰＴＡ室は、次の各号に掲げる目的のために使用するものとし、使用に係る優先順位は、

一号が最優先、以下二号、三号とする。 

一  実行委員会、常任委員会、特別委員会の運営に必要な会議等 

二  ＰＴＡクラブの運営に必要な会議等の開催 

三  その他会長が認めた団体の活動 

２．ＰＴＡ室内に実行委員会が設置する設備ならびに保管する備品等の使用について定めのあ

る場合は、これに従うものとする。定めのない備品等の使用は、次に使うものが快く使用

できるよう心がけることとする。 

３．ＰＴＡ室内には、会長が認めた各団体の物品等を、別に会長が定めた区画にそれぞれ保管

することができる。保管している物品は、それぞれの区画内に保管している物品等につい

てはその団体が責任を持って管理することとする。区画内の物品が原因で、他の区画の物

品またはＰＴＡ室を毀損または破損などした場合は、原因となった物品の所有者が誠意を

持って対処にあたることとし、ＰＴＡはその責を負わない。 

（使用時間） 

第 ３ 条 ＰＴＡ室を使用することのできる時間は、原則学校開校日の午前８時３０分から午後５時まで

とする。 

（管理責任） 

第 ４ 条 ＰＴＡ室の管理については、会長が一切の責任を負う。会長はその管理権限を副会長に委任す

ることができる。 

（入室・使用の申込） 

第 ５ 条 ＰＴＡ室への入室、使用申込については、会長が別に定める方法に従うこととする。なお、同

一の時間帯に複数の使用者が競合するときは、それぞれの使用者同士で互いに適切に調整する

こととする。 

（ＰＴＡ室の使用予定表） 

第 ６ 条 会長は、ＰＴＡ室の使用申込を受理、承認したときは、使用予定表を作成・更新して保管する。 

（ＰＴＡ室の使用） 

第 ７ 条 使用につき承認を受けた団体等の責任者は、小学校が定める者からＰＴＡ室の鍵の貸与を受け、

使用することができる。使用に際しては、会長が別に定めた注意事項を遵守すること。 

（その他） 

第 ８ 条 この利用規定に定めのない事項については、規約又は他の規定等の定めるところによる。 

第 ９ 条 この利用規定の変更又は廃止は、実行委員会の承認を経なければならない。 

 

附 則 

 この規定は、平成２４年３月２日から効力を発する。 


